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提
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書
き
換
え
に
関
す
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質
問
に
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し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
小
宮
山
泰
子
君
提
出
決
裁
文
書
書
き
換
え
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
悪
質
性
に
差
が
あ
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
過
去
事
例
」
と
し
て
は
、
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
平
成
十
九
年
に
厚
生
労
働
省
東
北
厚
生
局

が
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
基
づ
く
開
示
請
求
に
対
し
、

開
示
す
べ
き
決
裁
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
記
載
の
一
部
を
削
除
す
る
こ
と
や
、
原
本
と
は
異
な
る
文
書
に
差
し
替
え
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
決
裁
文
書
の
原
本
と
は
異
な
る
文
書
を
開
示
し
た
事
例
や
、
平
成
二
十
六
年
に
厚
生
労
働
省
職
業
能
力
開
発

局
（
当
時
）
が
、
短
期
集
中
特
別
訓
練
事
業
の
入
札
に
係
る
仕
様
書
等
に
つ
い
て
、
決
裁
を
終
え
た
後
に
、
決
裁
権
者
の
了

解
を
得
る
こ
と
な
く
変
更
し
た
事
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
係
る
文
書
は
国
会
に
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。


